（別紙第８（１）号様式）〔表面〕
　　　　　　　　　                                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

  （申請（代表）者）　　様
                                              
                                                    　興部町長

　　　鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可証（及び従事者証）交付通知書
  　　年　　月　　日付けで申請のあった鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等（及び従事者証の交付）について、次のとおり許可し、別添許可証（及び従事者証）を交付します。
　なお、許可証（及び従事者証）については、許可の有効期間が満了した日の翌日から起算して３０日以内に「許可証（及び従事者証）の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書（別紙第１１号様式）」に添付の上、返納してください。
記
	許　可　証　番　号
	　　　第　　　　号　～  　　　第　　　　号

	
従事者名及び従事者証番号

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　名
従事者証番号　　　第　　　　号　～  　第　　　　号

	捕獲等又は採取等する鳥獣
の種類及び数量又は鳥類の
卵の数量
	



	捕獲等又は採取等の目的
	

	捕獲等又は採取等の期間
（　許可有効期間　）
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日


	捕獲等又は採取等の区域
	

	捕獲等又は採取等の方法
	                        

	捕獲等又は採取等の条件
	


                                                                    　　
（注）１　被許可者又は従事者が複数にわたる場合は、許可申請書の「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者（従事者）名簿」の「許可証（又は従事者証）番号」欄に許可証番号又は従事者証番号を記入し、その写しを本通知書に添付すること。
      ２　「捕獲等又は採取等の方法」欄には、猟具の種類又は猟法の種類を記入すること。
      ３　許可に当たって、申請の内容を制限し又は条件を付した場合は、被許可者に対し、不服審査等の手続きを次のとおり教示すること。
	
教　　　　　示
１　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起　算して３月以内に、興部町長に審査請求をすることができます。
２　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、興部町（訴訟において興部町を代表する者は、興部町長となります。）を被告として、旭川地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分又は裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。



      ４　不要な文字は削除すること。


（別紙第８（１）号様式）〔裏面〕
１　法人等にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した「指示書（別紙第９号様式）」を交付し、適切に指導及び監督すること。また、「従事者台帳（別紙第１０号様式）」を整備すること。

２　網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。

３　被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。

４　捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。

５　垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。

６　捕獲等又は採取等するときには、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。

７　網やわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した市町村長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識を表示すること。
    なお、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。
    また、これら猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。

８　捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理すること。また、それらについて、地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。

９　次に該当するときは、許可証等を「許可証（及び従事者証）の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書」に添えて返納すること。
　　なお、次の（１）から（３）までのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して３０日を経過する日までに許可証等を返納し、（４）に該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
  （１）法第１０条第２項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
　（２）法第８７条の規定により捕獲許可が失効したとき。
  （３）捕獲許可の有効期間が満了したとき。
  （４）許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。

10　捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して３０日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、上記８の許可証等の返納に併せて報告すること。
    なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区　　等位置図（地図編）の２．５センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号（例「ア　　０１２」）を記載すること。
